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注
目
度
は
非
常
に
高
く 

　

製
本
・
セ
ミ
ナ
ー
に 

　
　

申
し
込
み
多
数

国
土
交
通
省
は
昨
年
12
月
「
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
標
準
指
針
」
を
公

表
し
ま
し
た
。
関
係
者
の
意
見
を

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞
（
６
６
３

号
）
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
ま

す
。「

自
分
の
レ
ベ
ル
を
測
る
意
味

で
は
あ
っ
て
も
」「
管
理
の
核
心

を
つ
い
た
と
い
う
印
象
は
薄
い
」

「
特
効
的
役
割
を
求
め
る
の
は
行

き
過
ぎ
」
と
い
っ
た
消
極
的
評
価

の
一
方
、「
住
民
に
組
合
運
営
を

理
解
し
て
も
ら
う
に
は
あ
り
が
た

い
」
と
い
っ
た
意
見
も
聞
か
れ

た
。
丁
度
一
ヶ
月
前
に
出
さ
れ
た

都
の
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
に
比
べ
印
象
が
薄
い
と

の
声
も
、
と
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
い
ち
は
や
く

耐
震
診
断
・
耐
震
補
強
を
付
章
と

し
て
取
り
込
ん
で
お
り
、
そ
の
イ

ン
パ
ク
ト
に
及
ば
な
か
っ
た
よ
う

に
も
見
え
ま
す
。

国
民
の
10
％
が 

　
　

マ
ン
シ
ョ
ン
住
民

マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
近
年
で
は
年

間
約
20
万
戸
が
供
給
さ
れ
、
そ
の

累
計
は
約
４
６
６
万
戸
（
平
成
16

年
末
）、
約
千
二
百
万
人
が
持
ち

家
と
し
て
所
有
す
る
わ
が
国
に
お

け
る
重
要
な
居
住
形
態
と
な
り
、

そ
の
数
は
着
実
に
増
加
し
て
い
ま

す
。一

方
、
広
範
多
岐
に
わ
た
る
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
の
具
体
的
な
内
容

を
管
理
組
合
役
員
が
判
断
し
、
改

善
項
目
を
把
握
す
る
こ
と
は
容
易

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

小
林
千
葉
大
教
授
を
委
員
長
と
す

る
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
標
準
指
針

検
討
委
員
会
」
に
お
け
る
成
果
を

踏
ま
え
マ
ン
シ
ョ
ン
の
維
持
・
管

理
の
た
め
に
、「
何
を
」「
ど
の
よ

う
な
点
に
」
留
意
す
べ
き
か
、
い

わ
ば
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
の
重
要

事
項
に
関
す
る
標
準
指
針
」
が
示

さ
れ
た
わ
け
で
す
。

指
針
の
概
要
は
左
記
の
通
り
で

す
が
重
要
性
の
高
い
五
分
野
を
ピ

早目の点検と改修で漏水を防ぎ、
建物の資産価値維持・保全をサポートします
「非破壊」劣化度
 診断システム 防水シート「ロンプルーフ」の防水層に損傷を与えずに劣化度を診断

ロンマットＭＥ・
ロンステップＭＥ 滑りにくい長尺塩ビシート・階段用床材＋塗膜防水で安全と防水性を確保

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｌｏｎｓｅａｌ.ｃｏ.ｊｐ/

●本社防水部　〒１３０-８５７０　東京都墨田区緑４-１５-３　　　　　　　　　 ＴＥＬ.０３-５６００-１８６６　ＦＡＸ.０３-５６００-１８４６
●大 阪 支 店 　〒５３２-００１１　大阪市淀川区西中島３-９-１３　大北ビル７Ｆ　ＴＥＬ.０６-６３０４-２７００  ＦＡＸ.０６-６３０４-６９４８

指針の概要
狙い　　　管理組合・区分所有者がマンション管理の改善ポ

イントを把握するための水準を示し、管理の適正
化を推進。マンション購入予定者が管理の質を考
えてマンションを選べる環境を整備する。

内容　　　マンション管理に関する基本的事項を分野別にま
とめた。「管理組合の運営」「管理規約の作成及び
改正」「管理組合の経理」「建物・設備の維持管
理」「管理業務の委託」の 5 分野・66項目で構
成。項目ごとに管理組合が行うべき「標準的な対
応」を示し、一部の項目には「望ましい対応」も
明示。各項目には設定の考え方や関連制度・デー
タ等をまとめた「コメント」を設けた。

ポイント　「管理組合の運営」には総会・理事会運営に加
え、防災・防犯項目を設定。具体的な対策を列挙
した。「管理規約の作成及び改正」では、12条項
で標準管理規約への準拠を求めている。「管理組
合の経理」では滞納処理、監事の監査にも言及。
「建物・設備の維持管理」では耐震性の検討、修
繕履歴情報の整理・保管を改めて促した。「管理
業務の委託」には「管理会社と業務について定期
的に打ち合わせを行っているか」といった項目も
用意された。

備考　　　18年度に本格運営が予定される「マンションみら
いネット」との連動を企画。

お
す
す
め
『
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

標
準
指
針
』
の
活
用

国
交
省
が
公
表
し
た
「
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
標
準
指
針
」
が
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。
都
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
比
べ
て
云
々
す
る
向
き
も
あ
り
ま
す
が
、

工
夫
も
多
く
利
用
価
値
は
高
い
よ
う
で
す
。
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ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
計
六
十
六
項
目

を
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
に
掲
げ
て

い
ま
す
。
住
居
専
用
単
棟
型
物
件

で
法
人
化
さ
れ
て
い
な
い
管
理
組

合
が
対
象
で
あ
り
、
団
地
型
・
小

規
模
等
の
物
件
で
は
一
部
適
応
が

難
し
い
箇
所
も
あ
り
ま
す
。

各
項
目
に 

　
　

水
準
を
設
定

「
標
準
的―

」
が
、
マ
ン
シ
ョ

ン
を
適
切
に
維
持
管
理
し
て
い
く

た
め
に
留
意
す
べ
き
原
則
的
な
水

準
。「
望
ま
し
い―

」
は
、
実
施

率
や
達
成
率
は
比
較
的
低
い
が
、

こ
れ
を
満
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
の
一
層
の
適
正
化

や
向
上
が
期
待
で
き
る
水
準
。
管

理
組
合
は
ま
ず
「
標
準
的―

」
の

す
べ
て
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
を

点
検
し
、
満
た
せ
な
い
原
因
を
把

握
し
ま
す
。
標
準
的
な
対
応
に
達

し
た
管
理
組
合
は
次
の
目
標
と
し

て
「
望
ま
し
い―

」
を
目
指
す
水

準
と
し
努
力
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

コ
メ
ン
ト
や
参
考
や 

　
　

デ
ー
タ
も
添
付

今
回
の
指
針
の
大
き
な
特
徴

は
、
コ
メ
ン
ト
・
参
考
・
デ
ー
タ

が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

「
コ
メ
ン
ト
」
で
は
各
類
型
に
関

す
る
考
え
方
を
示
し
て
お
り
、
対

象
外
と
な
る
管
理
組
合
が
判
断
す

る
よ
す
が
に
な
り
ま
す
。「
参
考
」

に
は
根
拠
と
な
る
法
・
管
理
規
約

の
条
文
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

「
デ
ー
タ
」
に
は
、
関
係
機
関
の

総
合
調
査
や
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が

載
せ
ら
れ
て
お
り
、
自
分
の
管
理

組
合
の
レ
ベ
ル
を
定
量
的
に
把
握

で
き
ま
す
。

指
針
は
国
交
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
閲
覧
で
き
ま
す
。（
財
）
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
セ
ン
タ
ー
で
は
、
製

本
化
し
た
有
償
頒
布
も
行
っ
て
い

ま
す
。
Ａ
４
版
、
百
六
十
ペ
ー
ジ

で
、
頒
布
価
格
は
一
冊
千
円
、
送

料
二
百
十
円
で
す
。
問
合
せ
は
、

出
版
事
業
部
℡０３―3222―1535

へ
。

建設業許可　国土交通大臣許可　特14-3103
資本金　　　250,100千円

創　立　昭和24年3月
売上高　18,441,150千円（2004年1月末）

リフォーム事業部
〒210-0834 神奈川県川崎市川崎区大島3-36-7
ＴＥＬ044-211-1596　ＦＡＸ044-211-1597

北関東営業所
〒335-0034 埼玉県さいたま市南区辻8-19-12
ＴＥＬ048-837-2791　ＦＡＸ048-837-2792

フリーダイヤル0120-00-4095　ホームページ　ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｋａｓｈｉｗａｂａｒａ.ｃｏ.ｊｐ

１．管理組合の運営
「総会の開催数」「理事会の
開催数」「防災対策」「専門家
の活用」など。総会の開催数
等は区分所有法と同様だが、
通常総会の召集通知では、議
案の要領の発信も「標準的な
対応」とした。理事の任期で
は 2年で半数改選が「望まし
い」。防犯対策は多岐にわた
る。「コミュニテイ形成」で
は年間計画の作成・実施を
「標準」としている。
２．管理規約の作成及び改正
「管理組合の業務」「ペット
飼育」「管理規約の見直し」
など。総会決議事項や管理費
等の扱いは標準管理規約に基
づくが、ペット飼育の可否は
規約で定めることが「標
準」。規約の見直しは居住者
の構成などに変化があった場
合も見直すことを「望ましい
対応」として挙げた。
３．管理組合の経理
「区分経理」「滞納処理」な
ど。滞納処理は 3カ月以内に
文書等で督促することが「標
準」。 3 カ月を超えれば 6 カ
月以内に法的処置等の対応方
針を決めることが「望まし
い」。横領等リスク抑止のた
め通帳等の残高確認を理事長

または監事が毎月行うことが
「標準」
４．建物・設備の維持管理
「法定点検」、「長期修繕計
画の「計画の作成・見直し」
「修繕工事項目」「収支計画」
「耐震診断」など。長期修繕
計画は計画期間25年、見直し
が 5 年が「標準」。工事項目
は計画に盛り込むべき18項目
の中から選定する。さらに性
能向上（グレードアップ）工
事の項目を含めることが「望
ましい」。旧耐震基準物件
は、耐震診断を行うことを
「標準」としている。実施す
ることは、当然に「望まし
い」。修繕履歴は整理され、
保管・閲覧できる様態であっ
て「標準」とした
５．管理業務の委託
「委託する管理会社」「契約
の内容」「管理事務の報告」
「定期的な打合せ」など。「契
約の内容」の中で委託業務費
の明細等が明らかになってい
ることを「標準」として求め
た。収支報告は毎月あって
「標準」。「定期的な打合わせ」
として、理事会が管理会社と
管理事務全般について定期に
打合わせすることを「標準」
とした

マンション管理標準指針の主な項目

（マンション管理新聞　662号から転載）


